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フィーダー系統のイメージ

１

（（（（１１１１））））補助対象地域間幹線補助対象地域間幹線補助対象地域間幹線補助対象地域間幹線バスバスバスバス系統系統系統系統ののののフィーダーフィーダーフィーダーフィーダー系統系統系統系統

＊地域間交通ネットワークの要件
・黒字路線、鉄軌道（JR、大手民鉄等）も含まれる。

・地域間幹線バスは、幹線性（複数市町村間、運行頻度）が必要。

接続

（（（（２２２２））））交通不便地域交通不便地域交通不便地域交通不便地域におけるにおけるにおけるにおける地域間交通地域間交通地域間交通地域間交通ネットワークネットワークネットワークネットワークののののフィーダーフィーダーフィーダーフィーダー系統系統系統系統

フィーダー系統（路線運行）

（補助対象）

①過疎地域等
②交通不便地域として地方運輸局長が指

定する地域

地域間交通ネットワーク

地域間交通ネットワーク 接続

※幹線とフィーダーの接続するポイントは、補助対象となる地域内に含まれていなくてもよい。

フィーダー系（路線運行）

（補助対象）接続

補助対象地域間幹線バス

フィーダー系統（区域運行）

（補助対象）

フィーダー系統（専ら政令市等が運行の支援を
行うもの及びその運行区域のすべてが政令市
等の区域内であるものは除く。）

（補助対象）

接続

補助対象地域間幹線バス

［政令市等が関わる場合］ 政令市・中核市・特別区

政令市等以外の市町村

フィーダー系統（区域運行）

（補助対象）

①過疎地域等
②交通不便地域として地方運輸局長が指定
する地域

・・・・「「「「補助対象地域間幹線補助対象地域間幹線補助対象地域間幹線補助対象地域間幹線バスバスバスバス系統系統系統系統ののののフィーダーフィーダーフィーダーフィーダー系統系統系統系統」」」」またはまたはまたはまたは「「「「交通不便地域交通不便地域交通不便地域交通不便地域におけるにおけるにおけるにおける地域間交通地域間交通地域間交通地域間交通ネットワークネットワークネットワークネットワークののののフィーダーフィーダーフィーダーフィーダー系統系統系統系統」」」」
：：：： 補助対象地域間バス系統を補完するものであること、または、過疎地域など交通不便地域の移動確保を目的と
するものであること

・・・・幹線幹線幹線幹線アクセスアクセスアクセスアクセス性性性性 ： 補助対象地域間幹線バス系統等へのアクセス機能を有するものであること
・・・・サービスサービスサービスサービス充実性充実性充実性充実性 ： 新たに運行、または、公的支援を受けるものであること
・・・・公共性公共性公共性公共性 ： 公的な支援がなければ確保維持が困難なものであること
・・・・地域地域地域地域のののの合意合意合意合意 ： 地域の協議会による議論を経た計画に基づき実施されるものであること
・・・・効率的効率的効率的効率的・・・・効果的効果的効果的効果的ななななサービスサービスサービスサービスのののの確保確保確保確保 ： 品質・価格・企画等を踏まえて運送予定者が選定されること

主な補助要件



地域内フィーダー系統確保維持事業の流れ

協議会or市町村等 国（運輸局等）事業者

地域内フィーダー系統

確保維持計画の策定

地域内フィーダー系統

確保維持計画の策定
認定申請書の提出

通 知

提出 申請書を審査申請書を審査

補助金の交付補助金の交付
支 払 い

通 知
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①計画の大臣認定

②系統・補助額の内定

①計画の大臣認定

②系統・補助額の内定
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提出
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申請書を審査申請書を審査

大臣からの交付決定

額の確定

大臣からの交付決定
額の確定

交通不便地域の地域

指定申請書の提出

交通不便地域の

運輸局長指定

交通不便地域の

運輸局長指定

申請書を審査申請書を審査

通 知

計画策定以前計画策定以前計画策定以前計画策定以前にににに

随時申請随時申請随時申請随時申請

通 知

過疎地域等に

該当しない場合

２

交付申請書交付申請書

補助金支払請求書補助金支払請求書
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